
　
　
　

　

人
権
権
擁
護
委
員
は
、
い
つ
で
も

地
域
の
皆
さ
ま
か
ら
の
相
談
に
応
じ

て
い
ま
す
。

　

人
権
擁
護
委
員
の
応
じ
て
い
る
相

談
は
、
住
居
や
生
活
に
関
す
る
こ
と
な

ど
の
家
庭
内
の
問
題
や
、
子
ど
も
や
高

齢
者
の
問
題
、
隣
近
所
の
も
め
ご
と
な

ど
、
幅
広
い
内
容
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　

６
月
１
日
は
「
人
権
擁
護
委
員
の

日
」
と
定
め
て
お
り
、
６
月
上
旬
は
、

皆
さ
ま
の
お
近
く
で
、「
無
料
特
設
人

権
・
困
り
ご
と
相
談
所
」
を
開
設
し

ま
す
。
困
り
ご
と
の
あ
る
方
は
、
こ

の
機
会
に
、
人
権
擁
護
委
員
へ
の
相

談
を
ご
利
用
く
だ
さ
い
。
相
談
内
容

に
つ
い
て
の
秘
密
は
守
ら
れ
ま
す
。

さ
ら
に
、
相
談
は
無
料
で
、
む
ず
か

し
い
手
続
き
も
必
要
あ
り
ま
せ
ん
。

○
日
時　

６
月
１
日
（
月
）

　
　
　
　
　

10
時
00
分
～
15
時
00
分

○
場
所　

新
冠
町
レ
・
コ
ー
ド
館

●
お
問
い
合
わ
せ
先

札
幌
法
務
局
日
高
支
局

☎
０
１
４
６
・
４
２
・
０
５
７
０

　

主
に
民
生
委
員
と
呼
ば
れ
て
い
ま

す
が
、
生
活
の
こ
と
や
家
族
の
こ

と
、
さ
ま
ざ
ま
な
悩
み
ご
と
の
相
談

に
乗
っ
て
お
り
、
子
ど
も
に
関
す
る

こ
と
も
含
め
て
幅
広
い
相
談
に
対
応

し
て
い
ま
す
。
も
ち
ろ
ん
プ
ラ
イ
バ

シ
ー
を
尊
重
し
、
地
域
で
も
っ
と
も

身
近
で
、
頼
り
に
な
る
相
談
相
手
と

し
て
活
動
し
て
い
ま
す
。

　

悩
み
ご
と
が
あ
り
、
誰
か
に
聞
い

て
も
ら
い
た
い
時
な
ど
は
気
軽
に
お

声
掛
け
く
だ
さ
い
。
お
住
ま
い
の
地

域
の
民
生
委
員
児
童
委
員
が
分
か
ら

な
い
場
合
は
、
お
問
い
合
わ
せ
く
だ

さ
い
。

●
お
問
い
合
わ
せ
先

新
冠
町
役
場
町
民
生
活
課

☎
０
１
４
６
・
４
７
・
２
１
１
２

　

厚
生
労
働
省
は
、
生
活
扶
助
基
準

改
定
を
巡
る
最
高
裁
判
決
を
踏
ま

え
、
保
護
費
の
追
加
給
付
に
関
す
る

「
相
談
セ
ン
タ
ー
」
を
令
和
８
年
３

月
30
日
に
開
設
し
ま
し
た
。

　

相
談
セ
ン
タ
ー
で
は
、
追
加
給
付

の
内
容
や
対
象
世
帯
、
現
在
生
活
保

護
を
受
給
し
て
い
な
い
世
帯
の
申
出

手
続
き
な
ど
に
つ
い
て
案
内
を
行
い

ま
す
。

○
相
談
セ
ン
タ
ー
電
話
番
号

☎
０
１
２
０
・
１
７
９
・
４
４
５

　
　
　
　
　
　

（
フ
リ
ー
ダ
イ
ヤ
ル
）

○
受
付
時
間　

平
日
９
時
～
17
時

　

国
内
で
就
労
し
て
い
る
外
国
人
の

就
労
状
況
を
み
る
と
、
社
会
保
険
な

ど
の
未
加
入
や
適
正
な
労
働
条
件
が

確
保
さ
れ
て
い
な
い
な
ど
の
問
題
が

散
見
さ
れ
ま
す
。

　

こ
の
よ
う
な
状
況
を
踏
ま
え
、
外

国
人
を
雇
い
入
れ
る
際
は
、「
ル
ー

ル
を
守
っ
て
」
適
正
に
雇
用
し
ま

し
ょ
う
。

①
就
労
が
認
め
ら
れ
る
在
留
資
格
で

あ
る
こ
と

②
雇
入
れ
・
離
職
の
際
に
は
、
必
ず

ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
に
届
出
を
行
う
こ
と

③
労
働
保
険
・
社
会
保
険
な
ど
の
加

入
を
は
じ
め
適
正
な
雇
用
管
理
を
行

う
こ
と

●
お
問
い
合
わ
せ
先

ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
静
内

☎
０
１
４
６
・
４
２
・
１
７
３
４

　

北
海
道
で
は
、
道
民
の
バ
リ
ア
フ

リ
ー
に
関
す
る
理
解
度
な
ど
を
把
握

す
る
た
め
、
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
を
実

施
し
て
い
ま
す
。
パ
ソ
コ
ン
、
ス
マ

ホ
、
携
帯
電
話
、
タ
ブ
レ
ッ
ト
な
ど

か
ら
、
簡
単
に
回
答
で
き
ま
す
の
で
、

ぜ
ひ
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

○
ア
ン
ケ
ー
ト
方
法

　

次
の
「
Ｕ
Ｒ
Ｌ
」
か
ら
、
北
海
道

電
子
簡
易
申
請
シ
ス
テ
ム
の
ア
ン

ケ
ー
ト
回
答
フ
ォ
ー
ム
に
ア
ク
セ
ス

の
上
、
ご
回
答
願
い
ま
す
。

【
Ｕ
Ｒ
Ｌ
】

　

h
t
t
p
s
:
/
/
w
w
w
.
h
a
r
p
.

l
g
.
j
p
/
5
D
z
2
S
t
u
v

○
回
答
募
集
期
限　

６
月
12
日
（
金
）

●
お
問
い
合
わ
せ
先

北
海
道
保
健
福
祉
部
福
祉
局

地
域
福
祉
課
企
画
調
整
係

☎
０
１
１
・
２
３
１
・
４
１
１
１

　

札
幌
国
税
局
で
は
、
国
税
局
や
税

務
署
に
お
い
て
、
税
の
ス
ペ
シ
ャ
リ

ス
ト
と
し
て
活
躍
す
る
税
務
職
員
を

募
集
し
ま
す
。
令
和
８
年
度
の
採
用

試
験
の
概
要
は
次
の
と
お
り
で
す
。

〇
受
験
資
格

・
令
和
８
年
４
月
１
日
に
お
い
て
、

高
等
学
校
ま
た
は
中
等
教
育
学
校
を

卒
業
し
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て

３
年
を
経
過
し
て
い
な
い
も
の

・
令
和
９
年
３
月
ま
で
に
高
等
学
校

ま
た
は
中
等
教
育
学
校
を
卒
業
す
る

見
込
み
も
の

〇
申
込
方
法

　

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
次
の
Ｕ
Ｒ
Ｌ

よ
り
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

h
t
t
p
s
:
/
/
w
w
w
.
j
i
n
j
i
-
s
h
i
k
e
n
.

g
o
.
j
p
/
j
u
k
e
n
.
h
t
m
l

※
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
申
し
込
み
が

で
き
な
い
場
合
は
、
受
験
を
希
望
す

る
第
１
次
試
験
地
を
所
管
す
る
国
税

局
に
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

〇
受
付
期
間

　

６
月
12
日
（
金
）
午
前
９
時
か
ら

　

６
月
24
日
（
水
）
受
信
有
効
ま
で

〇
第
１
次
試
験
（
基
礎
能
力
試
験
、

適
性
試
験
、
作
文
試
験
）

９
月
６
日
（
日
）

〇
第
１
次
試
験
合
格
発
表
日

10
月
８
日
（
木
）

〇
第
２
次
試
験（
人
物
試
験
、身
体
検
査
）

　

10
月
14
日
（
水
）
か
ら
23
日
（
金
）

の
う
ち
指
定
す
る
日

〇
最
終
合
格
発
表
日　

11
月
17
日
（
火
）

●
お
問
い
合
わ
せ
先

浦
河
税
務
署
総
務
課

☎
０
１
４
６
・
３
０
・
１
０
０
９

　

新
冠
町
社
会
福
祉
協
議
会
で
は
、

町
民
の
皆
さ
ま
の
心
配
ご
と
や
困
り

ご
と
に
つ
い
て
相
談
窓
口
を
常
設
し
、

偶
数
月
に
は
専
門
の
相
談
員
に
よ
る

面
接
相
談
所
を
開
設
し
て
い
ま
す
。

　

ご
相
談
の
あ
る
方
は
ご
来
所
い
た

だ
く
か
、
お
問
い
合
わ
せ
先
ま
で
ご

連
絡
く
だ
さ
い
。
ご
要
望
に
応
じ
て

ご
自
宅
な
ど
で
の
相
談
も
可
能
で
す
。

○
日　

時　

６
月
24
日
（
水
）

　

10
時
～
15
時

○
場　

所　

町
社
会
福
祉
協
議
会

○
相
談
員　

鬼
海　

将
芳　

氏

○
相
談
料　

無
料

●
お
問
い
合
わ
せ
先

新
冠
町
社
会
福
祉
協
議
会

☎
０
１
４
６
・
４
７
・
２
１
３
０

　

相
談
は
予
約
制
で
す
。
相
談
を
希

望
さ
れ
る
方
は
お
電
話
く
だ
さ
い
。

○
セ
ン
タ
ー
開
設
日

５
月-

25
日
（
月
）
・
27
日
（
水
）

６
月-

１
日
（
月
）
・
３
日
（
水
）

　
　
　

８
日
（
月
）・
10
日
（
水
）

　
　
　

15
日
（
月
）
・
17
日
（
水
）

　
　
　

22
日
（
月
）
・
24
日
（
水
）

　
　
　

29
日
（
月
）

○
相
談
時
間　

13
時
～
15
時

○
予
約
受
付　

平
日
10
時
～
16
時

●
ご
予
約
・
お
問
い
合
わ
せ
先

ひ
だ
か
弁
護
士
相
談
セ
ン
タ
ー

☎
０
１
４
６
・
４
２
・
８
３
７
３

せ

コ

ナ

ー

ー

知

お

ら

Ｆ Ａ Ｘ 送 信 連 絡 票 
 
発 信 日 
 

 
令和 ８年 ５月 ５日 

 
発 信 枚 数      

 
  本票を含め １ 枚 

 
 
 
 宛 先 
 

 
新冠町 企画課 まちづくりグループ 
広報統計係  上村 晃司 様 

          ℡ （0146）47－2498   
          FAX（0146）47－2600   

 
 
 
 
 
送 信 者 
 
 

 
 〒059-2412 
   北海道新冠郡新冠町字北星町 1番地 2 

    社会福祉法人 新冠ほくと園 
    ＴＥＬ：47-2009 ＦＡＸ：45-7000  
          
    ［担当者］ 水口 卓也 （新冠デイ内 TEL:47-3500） 

件 名 
 

５月号広報原稿について 
 

 

いつも大変お世話になっております。 
下記の原稿でお願いします。 
 

 

 

子育てで不安なことはありませんか？ 

 

 
 

新冠町字節婦町 117‐1 TEL：47-1522・FAX：47-1523 
 

新冠町子ども発達支援センター「あおぞら」 

「落ち着きがない」「言葉がでない」「お友達と仲良くできな
い」など、お子さんの育ちで気になることはありませんか？
当センターでは専門のスタッフが発達に関する相談を 
受け付けております。 
まずは、下記までお気軽にお電話ください♪ 
 

O A・文具
リバティーはしもと

平日 10：00～16：00（12：00～13：00を除く）
0146-42-8373相談予約

ダイヤル

無料
面談
電話完全

あなたの町のカー&ライフサポーター！！

TEL. (47)-2820

株式会社　伊藤商会

ココロも満タンに

新冠SS (47)-3830新和SS (47)-5011

人
権
擁
護
委
員
制
度
を

ご
存
知
で
す
か
？

日
高
弁
護
士
相
談
セ
ン
タ
ー

ひだか総合法律事務所
 弁護士 原　英士 （札幌弁護士会所属）
 弁護士 原 万里子（札幌弁護士会所属）

新ひだか町静内御幸町3-1-78-2F

　0146-43-1206
～　ご遠慮なくご相談ください　～

平日10:00～18:00 (12:00～13:00を除く)

相談

予約

新冠セレモニーハウス
葬儀一式

FAX（0146）49‐2045

新冠郡新冠町字西泊津1－6

新冠葬祭
☎ ( 0146 ) 49‐2044

24時間受付

バ
リ
ア
フ
リ
ー
に
関
す
る

ア
ン
ケ
ー
ト
調
査

札
幌
国
税
局

税
務
職
員
の
募
集

民
生
委
員
児
童
委
員
の

活
動
を
ご
存
じ
で
す
か
？

心
配
ご
と
相
談
員
に
よ
る

面
接
相
談

札幌地本キャラクター

モコ

自衛隊札幌地方協力本部
　　　　　　　　静内分駐所
☎０１４６－４４－２８５５

建設業を通じて地域に夢を与える

Ｔ 0146-45-5003 Ｆ 47-6005

新冠町大狩部９８ー１

まちを支える仕事、のぞいてみませんか？

最
高
裁
判
決
を
踏
ま
え
た

 

保
護
費
の
追
加
給
付

相
談
セ
ン
タ
ー
開
設

毎
年
６
月
は

『
外
国
人
雇
用
啓
発
月
間
』
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